
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

 

令和３年３月３０日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について，下記のとおり必要な改正を行いましたので，公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

１ Ｐ９０ 第７章 

特定技能所属機関

に関する届出 

○４つ目 

○ 本章に定める届出は，届出書及び必要な添付資料を

地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行う必要

があります（令和３年２月１９日時点において，これらの

届出をインターネットで行うことはできません。インターネ

ットによる届出が可能となる時期については，今後，出

入国在留管理庁ホームページでお知らせします。）。 

○ 本章に定める届出は，届出書及び必要な添付資料

を地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行って

ください。 

また，同届出は，インターネットを介して行うこ

ともできます。インターネットを介して行う場合は，

「出入国在留管理庁」ウェブサイト内の「出入国在

留管理庁電子届出システム」ボタンをクリックして，

届出を行ってください。 

なお，掲載場所は，末尾の別表のとおりです（令和

3 年 4 月 1 日から利用開始。）。 

２ Ｐ９０ 別表（「出入国在留

管理庁電子届出シ

ステム」ポータルサイ

ト 

（新設） 
 

URL QR コード 

http://www.moj.go.jp/isa/publica
tions/materials/i-ens_index.html 

 



３ Ｐ９１―９２ 第１節 

特定技能雇用契約

に関する届出 

第１  

契約変更の届出 

別表（特定技能雇用

契 約 の 変 更 関 係 ） 

Ⅱ欄 

  

４ Ｐ１００ 第３節  

登録支援機関との委

託契約に関する届出 

第２  

契約変更の届出 

別表（支援委託契約

の変更関係）第４欄 

 

 

５ Ｐ１００ 【確認対象の書類】 ・支援委託契約に係る届出書（参考様式第３－３号） ・支援委託契約に係る届出書（参考様式第３－３号） 



・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書（参

考様式第１－２５号） 

６ Ｐ１００ 

－１０１ 

【留意事項】 〇 登録支援機関へ委託する業務が１号特定技能外国

人支援計画の一部となる場合には，特定技能所属機

関自らが適合１号特定技能外国人支援計画の適正な

実施に関する基準に適合することが求められることに留

意してください（詳細については第５章第２節第２を参照

してください。）。 

○ 上記別表の項番第４欄について変更を行う場合は，１

号特定技能外国人支援計画も変更となることから，併

せて支援計画変更に係る届出書（参考様式第３－２

号）を提出しなければなりません（詳細については，前記

第２節別表の項番Ⅳを参照してください。）。 

〇 登録支援機関へ委託する業務が１号特定技能外国

人支援計画の一部となる場合には，特定技能所属機

関自らが適合１号特定技能外国人支援計画の適正な

実施に関する基準に適合することが求められること

に留意してください（詳細については第５章第２節

第２を参照してください。）。 

 

７ Ｐ１３７ 第９章第２節 

登録支援機関に関

する届出等 

○１つ目 

（新設） ○ 本節に定める届出は，届出書及び必要な添付書類

を地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行って

ください。 

また，同届出は，インターネットを介して行うこ

ともできます。インターネットを介して行う場合は，

「出入国在留管理庁」ウェブサイト内の「出入国在

留管理庁電子届出システム」ボタンをクリックして，

届出を行ってください。 

なお，掲載場所は，末尾の別表のとおりです（令和

3 年 4 月 1 日から利用開始。）。 

８ Ｐ１３７ 別表（「出入国在留

管理庁電子届出シ

ステム」ポータルサイ

ト 

（新設） 
 

URL QR コード 

http://www.moj.go.jp/isa/publica
tions/materials/i-ens_index.html 

 



９ 別紙２ 

 

届出一覧表（特定技

能所属機関（２の１） 

 

  

１０ 別紙２ 

 

届出一覧表（特定技

能所属機関（２の２） 

 

  



１１ 別紙３ 

 

届出一覧表（登録支

援機関） 

  

１２ 参考様式

第３－８号

別紙 

特定技能外国人に

対する報酬の支払い

状況 

  



１３ 参考様式

第３－８号

別紙 

特定技能外国人に

対する報酬の支払い

状況 

  

 


